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定期監査の結果に関する措置状況 

（令和 3 年 4 月 20 日から令和 3 年 8 月 30 日まで実施分） 

 

１ 財務事務指摘事項に対する措置状況 

 

○収入関係 

指摘事項 指摘内容 指摘事項に対する措置結果 部 課 

収納金の払

込 

文京ふるさと歴史館入館料

及び頒布品代について、留置

金限度額（入館料 20,000

円、頒布品代 30,000 円）を

超過した収納金の払込遅れが

１２件あった。 

令和２年度定期監査におい

て収納金の払込について口頭

注意を行ったところである

が、十分に改善がなされてい

ない。 

収納金については、会計事

務規則に基づき、適切な時期

に払込されたい。 

留置額を超過していないか、毎

日職員がダブルチェックを実施す

るとともに、週明けの平日開館日

には金額にかかわらず、払込みを

行うこととした。 

また、担当職員が不在の日でも

他の職員が払い込む体制を整備し

た。 

アカデミー推

進部 

アカデミー推

進課 

 

 

〇支出関係 

指摘事項 指摘内容 指摘事項に対する措置結果 部 課 

ＩＣＴを利

用する業務

の統制 

児童手当等の給付システム

の構築時に、所管課が法令の

適用を誤った所得算定の設定

をしたため、税システムから

の連携データの一部に誤りが

生じ、誤った所得情報に基づ

き長期間にわたり児童手当等

の過払・未払を生じさせた。 

過払については、分離譲渡

所得の算定、未払は先物取引

所得の算定に関するものであ

り、各々平成１６年及び平成

１５年の税制改正を、所管課

が平成１８年度に運用を開始

した給付システムにおける税

システムとの連携データの設

計に反映させていなかったこ

とが原因であった。また、所管

課では運用を開始した以降、

改修時も含め、法令等が正し

く適用されているかの確認が

されていなかった。 

ＩＣＴの利用は区民サービ

児童手当等の給付システムの構

築には、各手当に対応する法律・要

綱のみならず、住民基本情報や所得

税などの税情報等様々な法体系が

関係している。複雑な仕組みを正し

く運用するためには、個々の職員が

児童手当等の制度に精通するだけ

でなく、関連法案に対する深い理解

が不可欠となる。定期的に人事異動

がある体制下で正しくシステムを

運用していくために、係員には異動

時の係内研修を行い理解を深める

とともに、定期的に勉強会を設ける

など知識共有に努める。 

さらに、データ標準レイアウトの

改変や各種法改正の際には、東京都

や庁内各部署の協力を仰ぎながら

法改正の趣旨を読み解き、システム

のベンダーへ的確に指示を行い、シ

ステム改修を実施する。改修後も誤

った運用がないか、日々の業務にお

いて係員各自が問題意識を持ち業

務に当たる。システムの改修ごとに

子ども家庭部 

子育て支援課 
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スの向上や区の業務効率化に

大きなメリットをもたらすも

のであるが、一方でＩＣＴを

利用した業務において誤った

業務処理が行われた場合、手

作業に比べて区民や区に対す

る影響は大きい。このため、シ

ステム構築、改修に際しては、

法令等の内容を正確に反映す

るよう、必要な情報の収集及

び理解、システム構築、改修の

各段階での上司による適切な

チェックなど統制の強化、関

係部署との緊密な連携による

支援体制の確保などにより、

業務システムの正確性の確保

に十分注意を払い取り組まれ

たい。 

また、今回の過払・未払の影

響範囲については、さらに調

査されたい。 

法令等が正しく適用されているか

チェックを行うとともに、適切に上

司に報告を行うことによりチェッ

ク体制の強化を図る。 

過払い・未払の影響については、

決裁文書、システム等で確認できる

範囲では実施済みである。引き続

き、区民の方からの問合せに対して

真摯に対応していく。 

支払時期 

 

 

区長部局 

45 件 

教育部局 

34 件 

（学務課） 

（児童青少

年課） 

（教育セン

ター） 

選挙管理委

員会事務局 

6 件 

１７部署、合計８５件（区長

部局内１３部署、合計４５件）

の契約代金の支払において、

事業者に対して請求書提出を

求めることが困難な状況では

ないにもかかわらず、検査完

了後から事業者への支払まで

２か月以上経過しているもの

があった。 

また、情報政策課、子育て支

援課、幼児保育課においては、

令和２年度定期監査結果にお

いても支払時期に関する指摘

を行っているが、その後も複

数の契約における支払が適正

な時期に行われておらず、改

善が不十分である。 

検査完了後、事業者に速や

かに請求書の提出を求めると

ともに、提出が遅れがちな事

業者に対しては適切に指導さ

れたい。また、支払の遅延を防

止するため支払状況の管理、

確認を組織的に行うことがで

きる内部統制体制を確立し、

適正な時期に支払を行われた

い。 

【企画政策部】 

＜財政課＞ 

 財政課における契約・支出事務

は、毎年、同一時期に執行する定例

的な案件となっており、毎週実施す

る課内定例会において管理してい

る年間スケジュールに基づき、定期

的に支払状況を確認することで、支

払遅延の再発防止措置を講じた。 

 

＜広報課＞ 

 適切な支払事務を確実に執行す

るため、履行を確認して検査が完了

した後に、直ちに事業者から請求書

の送付を求める。支払処理状況につ

いては、各事業担当者が進行管理シ

ートを活用し、進捗状況を確認する

とことにより、支払遅延防止を徹底

する。また、契約変更手続等があっ

た場合にも、支払可能となった案件

は、直ちに事業者から請求書の送付

を求め、速やかに支払事務を行う。 

なお、１週間後に到着しない場合

は、担当者が催促し、それでも送付

がない場合も、頻繁に催促するな

ど、支払遅延の防止を徹底する。 

 

 

企画政策部 

財政課 

広報課 

情報政策課 

 

総務部 

職員課 

防災課 

 

区民部 

経済課 

 

福祉部 

障害福祉課 

生活福祉課 

国保年金課 

 

子ども家庭部 

子育て支援課 

幼児保育課 

 

資源環境部 

環境政策課 

 

施設管理部 

整備技術課 
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＜情報政策課＞ 

事業者からの請求書遅延により、

支払に時間を要してしまった。支払

遅延を防止するため、現状において

も契約管理表及び支払管理表を作

成し、状況を確認しているところで

あるが、今後より一層管理を徹底

し、検査完了後は速やかに請求書送

付を事業者に求める。 

また、令和２年度から、経理事務

担当を２名配置している。今後は、

迅速かつ適正な支払事務の遂行の

ために、定期的な相互点検を徹底す

る。 

 

 

【総務部】 

＜職員課＞ 

事業者側には検査完了後すぐに

請求書の提出を求めたが、事業者側

が新型コロナウイルス対応のため

繁忙になり、請求書の提出が遅くな

った。引き続き事業者側と十分に意

思疎通をしていくとともに、チェッ

クリストを作成し、支払期日が守ら

れているか、記載漏れがないか等、

都度、確認して支払処理を行ってい

る。 

 

＜防災課＞ 

事業者からの請求書遅延により

執行までに時間を要した。今後は、

検査合格後、直ちに請求書の提出を

求める。 

また、会計処理状況確認表を作成

し、各担当内で支払案件ごとの会計

状況の共有を図るとともに、各担当主

査が随時進捗状況を確認することに

より支払遅延の防止を徹底する。 

 

 

【区民部】 

＜経済課＞ 

今後は、事業者と連絡を密にし、

実績報告書等の速やかな提出を促

す。 

 また、本件を含む継続分割支払案

件については、支払状況確認リスト

を作成し、各回の支払手続を事業担

当者が適切に実施するとともに、係
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長、経理担当が毎月定期的に支払手

続の進捗を確認することにより、支

払遅延の防止を徹底する。 

 

 

【福祉部】 

＜障害福祉課＞ 

障害福祉課としては、受託事業者

に対し再三電話による請求書の提

出依頼を行っていたが、受託事業者

の新型コロナウイルス感染症対策

等による業務多忙等から、結果とし

て請求書の提出・受理が遅延し、検

査日から支払日まで２か月以上経

過してしまった。 

今後の対策として、支払管理表に

て管理を行うとともに、検査完了

後、事業者に速やかに請求書の提出

を求め、提出が遅れがちな事業者に

対しては適切に指導を行っていく。 

 

＜生活福祉課＞ 

請求書の提出時期について、遅れ

がちな事業者については指導を行

った。 

また、次年度からの契約について

は仕様書に検査完了後速やかに請

求書を提出する旨の追記を検討し

ている。 

なお、現在課内の庶務担当者に

は、契約に係る支払事務について、

請求書の提出時期も含め、管理係が

課内庶務担当者にメールまたは口

頭指示により定期的に注意喚起を

している。 

 

＜国保年金課＞ 

支払時期の遅延については、受託

者からの請求書に不備があり、再提

出の依頼を数回行う必要があった

ことから支払時期が遅くなってし

まった。 

今後は受託者に対し、請求書等の

速やかな提出を依頼するとともに、

課内にも今回の指摘事項を周知し、

遅延が生じることがないよう、係長

と事業執行担当者が歳出事務の進

捗状況のダブルチェックを行うこ

ととする。 
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【子ども家庭部】 

＜子育て支援課＞ 

係内会議において、検査完了後、

速やかに請求書を徴して支払手続

を行うとともに、歳出簿等を定期的

に事業執行担当者が確認し支払状

況を把握するよう改めて注意喚起

を行った。 

なお、請求書の提出までに一定期

間要していた事業者については、速

やかに請求書を作成・提出するよう

繰り返し求めることを徹底する。 

また、財務会計システムにより出

力される歳出簿を基に、係長が進捗

状況を管理し、担当職員へ確認する

ことを徹底することとした。 

このほか、年間契約案件について

チェックリストを作成し、支払状況

を庶務で確認している。 

 

＜幼児保育課＞ 

複数の事業者からの提出遅延や

書類の不備があり、再提出の依頼を

数回繰り返す必要があったことか

ら、事務処理に時間がかかってしま

った。 

適切な支払事務を確実に執行す

るため、検査完了後、直ちに事業者

から請求書の送付を求める。１週間

後に到達しない場合は担当者が督

促し、進捗管理を徹底するととも

に、事務手続上必要な書類や内容に

ついて、事業者に対して事前に十分

な説明を行う等の予防策を講じる。 

また、支払漏れが発生しないよう

担当係長及び経理担当職員が定期

的に歳出簿の確認を行い、管理体制

の徹底を図る。 

 

 

【資源環境部】 

＜環境政策課＞ 

内容に不備のあった請求書のや

り取りに時間がかかり、支払遅延が

生じてしまった。 

今後は、今まで以上に事業者との

間で請求書提出時期・正しい記載内

容等の情報共有を徹底するととも

に、リスク評価シートに定めたマニ

ュアルを基に係長が進捗状況を管
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理し、担当職員へ確認する。提出が

遅れている場合には、催促頻度を増

やすことで同様の遅延が発生しな

いよう努める。 

 

 

【施設管理部】 

＜整備技術課＞ 

支払業務について、検査完了後、

速やかに請求書の提出を求めると

ともに、係長が支払時期・支払状況

を工事台帳で定期的に確認する。 

旅費の支給 通勤手当として回数券の支

給を受けている会計年度任用

職員においては、出張後直接

帰宅する際には回数券を利用

すべきところ、これを利用せ

ず、旅費を過大支給している

ものが５件あった。 

令和２年度定期監査におい

ても旅費の支給について指摘

を行ったところであるが、十

分に改善がなされていない。 

旅費の支給に当たっては、

回数券の利用可否を十分に確

認して適切に支給されたい。

また、事務の改善のため、会計

年度任用職員の通勤経路を申

告により適切に把握した上で

旅行経路の確認を各自徹底さ

せるなど指導を強化し、同様

のリスクの発生を防止する体

制を確立し、適正かつ効率的

な事務の執行に取り組まれた

い。 

回数券利用により積算し直し、超

過支給分を戻入処理した。今後、旅

費の支給申請があった際には、アカ

デミー推進課で作成した旅費に関

するチェックシートを活用し、通勤

経路・交通費支給方法の確認及び内

容審査を適切に行っていく。 

 

アカデミー推

進部 

アカデミー推

進課 

負担金額の

算定 

指定管理者制度導入施設感

染症対策等負担金について

は、指定管理料の清算が必要

な公共料金について、指定管

理者からの返還額を算定する

際に確認が不足していたため

返還額を過大に計上したもの

が１件（17,865 円）、施設の利

用制限に伴う補填額につい

て、自主事業である自動販売

機に関する減収額を算定する

際に、確認が不足していたた

め補填額を過大に計上したも

のが１件（147,050 円）あっ

指摘事項については、年度内に締

結予定の「文京総合体育館外６スポ

ーツ施設の管理に係る新型コロナ

ウイルス対策に伴う追加の費用負

担等（令和２年度分）の清算に関す

る覚書」において、返還及び支払手

続を行う予定である。 

今後は、数値の算定及び確認につ

いて、係内の複数人でチェックを行

う体制を整え、また、指定管理者に

対して行う経費算出の調査につい

ても、期限に余裕を持ち、十分な確

認の後に回答ができるよう、事前に

関係部署及び指定管理者と入念に

アカデミー推

進部 

スポーツ振興

課 
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た。 

負担金の支出等、額の算定

については各数値の整合性を

確認するなど誤りのない算定

と複数人での確認等、上司も

含めた組織的なチェック体制

を確立するよう取り組まれた

い。また、今回、期間のない中

で指定管理者に対して額の算

定の基礎となる経費の調査を

行っているが、一定の無理の

ない期間を設定することで過

大・過少支出等のミスの防止

にもつながることから、期限

に余裕をもって提出させるよ

う努められたい。 

調整を行う。 

 

〇契約関係 

指摘事項 指摘内容 指摘事項に対する措置結果 部 課 

廃棄物処理

の委託契約 

 

 

区長部局 

1 件 

教育部局 

1 件 

（教育セン

ター） 

区の事業活動に伴い生じる

廃棄物は、産業廃棄物と一般

廃棄物に分かれ、その廃棄物

の処理は、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（以下「廃掃

法」という。）第１２条第５項

及び文京区廃棄物の処理及び

再利用に関する条例第２６条

の規定により、それぞれの廃

棄物の収集運搬業と処分業の

許可を受けた者に委託しなけ

ればならない。このため契約

は原則的に収集運搬業者と処

分業者のそれぞれと締結し、

収集運搬と処分の双方の許可

を有している場合でも、内訳

は収集運搬と処分を明確に分

ける必要がある。また、廃掃法

施行規則第８条の４の規定に

基づき、受託者は当該契約に

対応する収集運搬業、処分業

の許可証の写しを契約書に添

付しなければならない。 

しかしながら、防災課の廃

棄物収集運搬及び処分委託

297,000 円外２件については、

契約書に許可証の写しが添付

されておらず、資格確認が不

十分であるとともに、収集運

搬と処分を一体とした契約の

指摘された廃棄物処理の委託契約

については、事業担当者の認識に誤

りがあった。 

そのため、同様の事例が発生しな

いよう、廃棄物処理の委託契約につ

いて、契約検査事務説明会資料を活

用し、課内で周知徹底を図った。 

今後は、廃棄物処理委託に関する

契約内容及び許可証の確認につい

て、担当者と係長でダブルチェック

を実施する。 

総務部 

防災課 
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内訳となっており、適正な契

約をしていなかった。また、こ

のうち２件の契約については

産業廃棄物の処分において、

受託者が産業廃棄物処分業の

許可を受けておらず他事業者

への再委託により行われてい

た。これは、廃掃法第１４条第

１６項で規定する再委託の禁

止に反するものである。 

廃棄物の収集運搬及び処分

に係る業務委託に当たって

は、許可証の内容等を厳格に

チェックするなど法令の規定

に則り委託業務が行われるよ

う契約事務を適正に行われた

い。 

委託契約に

伴う個人情

報保護 

文京区個人情報の保護に関

する条例第１２条の２では、

受託者等は受託業務等におい

て「個人情報等の漏えい、滅失

又は毀損の防止その他の個人

情報等の適切な管理について

必要な措置を講じなければな

らない」と規定しており、また

契約締結に当たり、契約条項

には個人情報の保護に関する

特記事項として、教育の実施、

保管上の措置等を規定し、個

人情報の漏えい、滅失等の事

故防止を図っている。 

しかしながら、２部署、合計

３件の契約においては、受託

者等が業務執行の過程で個人

情報に関して誤送付や紛失等

の不適切な取扱いを行ってい

た。受託者における個人情報

保護の内部統制の状況（教育

の実施、情報の取扱、保管、管

理等）については、委託者であ

る所管課の責任において適時

モニタリングし、必要な措置

を行うよう徹底を図られた

い。 

【子ども家庭部】 

各受託者に対し、定例会において、

個人情報漏えい事故の発生を報告

し、個人情報の慎重な取扱いについ

て改めて指導するとともに、万が一

事故が発生した場合の対応について

周知を行った。 

また、今回事故が発生した業務に

ついては、マニュアルを作成し、各受

託者に説明・周知を行った。 

 

 

【保健衛生部】 

検診委託事業において扱う個人情

報の保管・取扱いの徹底については、

受託事業者へ契約時に書面で示すほ

か、機会あるごとに周知している。今

回の受診券の紛失に関しても、委託

先と連携し、当事者から事情聴取を

実施し、状況把握と今後の対応の確

認を行った。 

また、個人情報の適切な保管等に

関する注意喚起の通知文を作成して

委託先を通じて事業実施者に送付

し、再発防止に努めた。 

なお、今後も引続き、個人情報の適

切な保管・取扱いの徹底を周知し、注

意喚起を行っていく。 

子ども家庭部 

子育て支援課 

 

保健衛生部 

健康推進課 
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契約前の発

注・納品 

契約事務規則第４３条及び

第４６条では、契約を行うに

際しては、契約書の作成又は

請書その他これに準ずる書面

の徴取が必要であるとしてい

る。 

しかるに、所管課が作成し

ていた納品チェック表で確認

したところ、子育てひろば汐

見に納品された抗菌すべり止

め安全スノコ外５点の購入

45,573 円については、規則で

定める契約手続を行わず、現

場の職員が口頭で事業者に発

注し、現物が納品された。その

後、所管課では、契約手続がさ

れていないことに気付き、日

付を遡って当該事業者と契約

手続等を行い、契約代金を支

出していた。 

所管課では、以前にも不適

正な納品の例があり、契約等

の手続の適正化を確保するた

め納品チェック表を作成した

としている。にもかかわらず、

不適正な納品や日付を遡及し

た契約手続等が行われたこと

は、内部統制が十分に機能し

ていないものと言える。所属

長及び係長は、納品チェック

表作成の趣旨、意義を改めて

職員に徹底するとともに、適

切にチェックを行うほか、日

頃から職員に対し適正な契約

事務の執行の確保について教

育、指導に取り組まれたい。 

不適切な契約及び納品管理につい

ては、本件以前にも発生しており、そ

の際、内部統制強化のため、納品チェ

ックシートを作成し、再発防止に努

めてきた。しかし、契約事務担当者と

出先職場の職員の間に認識のずれが

あり、かつ、当該書類を作成するに至

った原因及びこの書類を利用して是

正すべき事務内容が十分に理解され

ていなかったため、本件が発生した。 

このことを受け、これまで出先職

場へ速やかに納品できるよう、出先

職場から事業者へ直接連絡していた

こともあったが、契約事務について

は、契約担当職員が、契約から納品確

認まで一元管理することとした。 

一元管理するに当たり、契約事務

担当職員には再度契約事務説明会で

配付された資料等を熟読し、分から

ない点を残さないよう、契約事務の

適正な流れを理解するよう指導し

た。 

あわせて、出先職員にも物品購買

についての事務の流れを再度説明

し、誤った契約手続等が行われない

よう、指導監督を行っていく。 

子ども家庭部 

子育て支援課 

 

前金払によ

る支出 

前金払は、金額の確定した

債務について、支払うべき事

実の確定又は履行期到来前に

確定した債務として支出を行

うものであり、支払期限が到

来した際に支払う地方公共団

体の支出の例外となる。会計

事務規則第８７条では、前金

払ができる経費として、官公

署に対して支払う経費、補助

金、負担金及び交付金、前金で

支払をしなければ契約し難い

請負、委託、買入れ又は借入れ

長年にわたり、前金払を含む契約

を行ってきたが、実施原義において、

前金払としなければ契約の相手方

である事業者と契約ができない理

由の記載漏れがあったほか、履行時

期の確認が不適切な検査を行って

いた。 

今回の指摘を受け、早急に事業者

と協議の上、現行契約である令和３

年度の契約から契約変更を行い、後

期分の支払から前金払を取りやめ

ることとし、前金払を含んだ全ての

契約を確定払に改めた。 

保健衛生部 

健康推進課 
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に要する経費、運賃、公共工事

における工事費等を限定して

規定している。 

このため業務委託契約にお

いて前金払を選択する場合

は、前金で支払わなければ必

要な契約ができない場合に限

定されるものであり、また、前

金払による支出を行ったにも

かかわらず相手方が不履行の

場合、区にはこれに伴う損害

額が発生することとなる。こ

のため、実施が確実とはいえ

ない前金払の選択は慎重に取

り扱うべきものである。 

しかるに在宅療養者等歯科

訪問健診・予防相談指導事業

委託（Ａ事業者）（以下、「契約

１」という。）及び障害者歯科

治療事業委託（以下、「契約３」

という。）の契約における前金

払の経費については、実施が

確実とは言えず、また、これら

を前金払としなければ契約の

相手方である事業者と契約が

できない理由が実施原議で明

らかではなかった。 

また、契約１の契約の在宅

事業推進委員会運営費（以下

「委員会運営費」という。）に

ついては、前金払の契約をし

ているが、上半期分の支払に

当たっては、前金払で行われ

る委員会運営に係る業務とそ

れ以外の業務を混在させて財

務会計システムで支出負担行

為を行ったため、これに対応

した検査証が作成され、業務

が完了していない委員会運営

に係る業務についても履行完

了とする不適切な検査が発生

した。 

さらに、在宅療養者等歯科

訪問健診・予防相談指導事業

委託（Ｂ事業者）（以下、「契約

２」という。）の契約において

は、前金払を含まない契約で

あるにもかかわらず、委員会

運営に係る業務が完了しない

時期に履行完了とした検査証

今後の業務委託契約は、実施後の

確定払とし、検査についても履行完

了を確認した上で適正に行う。 

また、契約や支出の際に適正な内

容であるかを確認するため、内部統

制として契約時及び支出時用チェ

ックリストを整備する。 

障害者歯科治療事業委託につい

ては、当該事業者と現在協議中であ

り、必要経費等を差し引いた額が確

定次第、返金の請求を行う。 
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を作成し、委員会運営費を含

む委託料を前払していた。 

なお、契約１及び契約２の

契約において、委員会運営に

係る業務はＡ事業者、Ｂ事業

者ともに支払後に履行され

た。 

次に、契約３の契約におい

ては、研修会経費を前金払に

より支払を行ったが、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡

大防止のため研修会は中止さ

れており、このような場合の

対応について契約書における

規定がなく、また、契約変更も

なされていないため、契約は

一部不履行となっている。こ

のため、区側に契約不履行に

よる損害が発生しているが、

所管課による事業者に対する

損害賠償請求については未実

施である。このような不測の

事態が発生した場合、区と事

業者が協議の上、履行を中止

するなど契約内容を変更し、

契約金額についても変更した

上で、支払金額の調整を行う

べきである。また、このような

不測の事態への対応ができる

よう事業者と十分連携を図り

つつ事業の進行管理を適切に

行う必要がある。 

所管課においては、前金払

とする際には、例外的な取扱

いであることを認識し、契約

の相手方との十分な協議の下

に、前金払としなければ契約

できない理由を実施原議で明

確にした上で前金払を選択す

るとともに、相手方が契約内

容を履行しなかった際の損害

額等の取扱いなど契約におい

て明確にすることが求められ

る。 

また、検査においては、履行

完了を確認した上で適正に行

うことが必要である。そして、

履行完了以前に支払を行う前

金払と履行完了が必要な実績

払を混在させて支出負担行為
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を行うことは履行完了前の業

務の検査を行うことにつなが

るため、支出負担行為決議の

際にはこれらを分けて行い、

履行完了の確認が必要な支出

負担行為に基づき適正な検査

を行うとともに、内部統制を

適切に整備されたい。 

なお、契約不履行により損

害が発生している契約３の契

約に関しては、事業者と協議

の上損害額及び補填すべき額

があればその額を確定し、損

害賠償請求等を速やかに行わ

れたい。 

検査の実施

時期 

 

 

区長部局 

1 件 

教育部局 

1 件 

（教育指導

課） 

検査の実施は、政府契約の

支払遅延防止等に関する法律

第５条及び契約約款に基づき

履行完了の通知を受けた日か

ら１０日以内に行う必要があ

る。 

しかし、道路課の環三さく

ら通り内彫刻作品点検業務委

託 247,500 円においては、仕

様書では年２回の点検作業が

定められており、履行が完了

となる２回目の点検報告書を

令和３年１月１５日に受領し

ていた。その日から１０日以

内に検査を行うべきところ、

委託契約期間満了日の令和３

年３月３１日に検査を行うも

のと誤認し、事業完了後、検査

の実施まで２か月以上を要し

た。 

検査の遅れは支払の遅れに

つながることから、法令及び

契約内容を正しく理解した上

で適正な時期に検査を行われ

たい。 

今回指摘された事項については、

係内で周知し、改めて検査の時期に

ついて確認を行った。また、課内で周

知し、情報共有を図った。今後は、仕

様書の内容を確認し、事業者と綿密

に連絡を取ることで速やかな検査を

実施する。 

土木部 

道路課 

 

〇資産等の管理 

指摘事項 指摘内容 指摘事項に対する措置結果 部 課 

廃棄する物

品の不用品

組替え等 

物品の組替え及び不用品の

処分については、物品管理規

則第２８条の規定に基づく組

替えを行った上で廃棄の手続

を行わなければならない。 

しかし、２部署、合計１１点

【総務部】 

指摘された備品について確認した

結果、既に廃棄されていることが確

認されたが必要な処理を失念してい

た。 

そのため６月４日にシステム上の

総務部 

防災課 

 

アカデミー

推進部 

アカデミー
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の物品について、同規則に定

める組替え及び廃棄の手続を

行わずに当該物品を廃棄し、

供用備品現在高調書に登載し

ていたままであった。これら

の登載の誤りは、物品管理規

則第２４条に定められた供用

備品と供用備品現在高調書の

照合を実施していれば防げた

ものである。 

令和２年度定期監査結果に

おいて不用品組替えの手続を

行うことなく廃棄された物品

があったことから、防災課及

びアカデミー推進課に対して

は口頭注意による指導を行っ

たところであり、その後供用

備品と供用備品現在高調書と

の照合を一部開始しているこ

とが確認されているが、管理

する物品数が多いことから、

現時点までに十分に改善がな

されたとはいえない。 

供用備品においては、物品

管理規則に基づく不用品組替

え等の手続を適正に行うとと

もに、供用備品現在高調書と

照合する体制を構築された

い。 

データを更新し、不要品組替え及び

不用品処分の手続を行った。 

今後は、異動処理等の必要が生じ

た場合は、速やかに適正な手続を行

うよう課内への周知徹底を図る。 

また、備品の数量が多いため、指定

避難所の備蓄倉庫から順に、供用者

と担当者が現品確認を行うととも

に、格納場所の詳細や貸与先につい

て把握を進めていく。 

 

 

【アカデミー推進部】 

供用備品と供用備品現在高調書

との照合については、段階的に進め

ており、令和２年度は平成２７年度

以降に取得した備品約４００点の

所在を確認した。令和３年度以降

は、過去に不用品処分した備品リス

トと現在高調書を照合し、手続漏れ

がないか確認する。また、指定管理

も含め約５，９００点の備品登録が

あるため、金額の高い備品から確認

を進めるなど、年度ごとに確認する

備品を決め、順次実施していく。 

推進課 

現金の管理 毎月の生活保護費の支給

は、対象者の預金口座への振

込のほか、生活福祉課長が指

定金融機関より現金を代理受

領し、指定した日において生

活福祉課窓口での現金払のほ

か、必要な場合現金書留で対

象者に送付している。例えば、

令和３年３月１日支給分につ

いては、代理受領した 254 件

（23,113,557 円）のうち 129

件（12,278,464 円）が窓口払

で、125 件（10,835,093 円）は

現金書留による支給となって

いた。所管課によれば、窓口払

の約９割の対象者は当日窓口

で支給したが、未受領の保護

費約 120 万円を金庫で保管し

たとのことであった。通常、１

週間後にはほぼ受領されると

今回の指摘を受け、毎月の生活保

護費については、未支給分も含め生

活保護受給者への支給状況につい

て、封筒の件数及び支給金額等をま

とめたデータにて管理表により管理

をしている。 

また、窓口での保護費の支給につ

いては、本人受給を明確にするため、

システム改修等による受領書の作成

を現在検討している。 

さらに、未支給分の保護費につい

ては、生活保護受給者の様々な状況

により、受取日を確定できないこと

から、管理表及び金庫保管により管

理し、管理係長が毎日それぞれの金

額の確認を行う等により、現金の管

理を徹底している。また、速やかな保

護費支給に向け、個別に保護費の受

取を促すよう、改めてケースワーカ

ーに周知徹底した。 

福祉部 

生活福祉課 
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のことであるが、書類で確認

したところ、当該月の支払に

ついては、受領されない保護

費が支給日から１週間を超過

しても５件（564,466 円）が保

護廃止や停止で返納されるま

での間、金庫保管されていた。

最長では１件 132,750 円につ

いて現金受領から４月２８日

の戻入まで約２か月間経過し

ていた。 

さらに、令和２年度の取扱

いとしては、窓口払において

は、本人確認を行った上で、印

鑑を預かり受給者氏名、金額

が記載された一覧表に受領印

を押印し本人受領の確認とし

ているが、本人から個別の領

収書は徴収されていなかっ

た。また、現金の受払について

記録する現金出納簿のような

帳簿は作成されていなかっ

た。さらに、未支給分は、現金

を封入した封筒のまま金庫で

保管されており、封筒内の現

金（現物）の定期的な確認が行

われていなかった。 

現金支給、現金管理に伴う

事故を防止するため、受給者

本人から直接領収書を徴収す

るなど、保護費支給に係る事

故の予防を徹底するととも

に、現金の受払状況を記録す

る帳簿を作成し、定期的に封

筒内の現金額の視認を行う等

必要な体制を構築し、併せて

未支給分の現金の長期保管を

避けるため、金庫保管を認め

る場合、銀行口座預入や返納・

戻入の時期等を含めた現金保

管のあり方等について取扱基

準を明確にするなど、現金管

理に瑕疵のないよう適正な取

扱いを徹底されたい。 
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２ 組織及び運営の合理化に関する意見に対する措置状況 

事務・事業 意見内容 意見に対する措置結果 部 課 

会計事務に

ついて 

支払遅延については、元年

度から引き続き重点的に確認

し改善指導を行っているが、

依然、検査完了から２か月以

上経過した支払の事例は多

く、前年度を超える指摘件数

となった。各部署においては、

請求書の適時受領や支払状況

の管理、確認が組織的に適切

に行われているか、再度確認

されたい。 

また、業務委託の前金払に

ついては、前金払とする業務

とそれ以外の業務の混在によ

る不適切な検査の発生、契約

内容の不履行等、不適切な取

扱いが発生するおそれが大き

いものであり、契約以前にチ

ェックできるよう会計事務を

統括する部署に協議するな

ど、適正に統制する仕組みを

整備することが求められる。 

会計事務の統括部署として、会計

事務の適正な執行については、毎年

度、会計管理者から各部長宛て文書

により全庁周知している。特に、契

約等の支出負担行為に当たっては、

歳出簿を確認の上、予算事務規則等

に基づき、契約依頼等の所要の手続

を適正に行い、「進行管理シート」等

の活用により各部内で手続に関す

る情報共有を図りながら、適正かつ

速やかに支払手続を行うよう改め

て求めた。 

支払手続の遅れについては、原因

分析に基づく再発防止策の構築に

重きを置いて個別に指導している。 

前金払については、自治法及び同施

行令の定めに基づき、会計事務規則

において限定して規定しており、各

部において適正に執行することと

されている。ついては、今般の事例

のような不適切な運用を起こさぬ

よう、全庁的な注意喚起を行うとと

もに、日々の審査の中で所管への確

認などに意を用いていく。 

 また、部の庶務担当者を中心とし

たアウトリーチ型の指導を令和３

年度も予定しており、そのカリキュ

ラムの中、支払遅延の防止策や前金

払等の支出の例外における注意事

項も含め、職員の会計実務能力向上

を図っていく。 

会計管理室 

物品の管理

について 

元年度から引き続き、供用

備品現在高調書に掲載されて

いる備品が現存しているかに

ついて備品を複数指定して確

認したところ、物品管理規則

上必要な不用品組替え等、廃

棄の際に必要な手続がなされ

ずに廃棄されている例が見受

けられた。廃棄の際に物品管

理規則に定められた手続が必

要であることをよく認識の上

でこれを実施するとともに、

組織的なチェックを確実に行

うことが求められる。 

物品事務の統括部署として、令和

２年度に引き続き、令和３年度にお

いても、年度当初に会計管理者から

各部長宛て文書により、出納通知者

及び供用者に対して物品の管理に

係る根拠規定の理解を改めて求め、

物品の適正な管理について、全庁的

な注意喚起を行った。 

また、自己検査の適正な実施につ

いて、各部長宛てに通知し、令和３

年度は、令和２年度から取り組んで

いる内部統制の各リスクに係る運

用状況の自己評価等に自己検査を

活用できるよう、検査実施の終了日

会計管理室 



16 

また、物品管理規則では、現

在ある供用備品についても供

用備品現在高調書と確認する

ことが求められているが、こ

れまで実施していなかった部

署が、前年度の監査に引き続

き見受けられた。さらに実際

には現品の確認を実施してい

ないにもかかわらず、自己検

査では実施したとの報告を会

計管理室にするといった例も

あるなど、適正に物品管理を

する意識が希薄になってきて

いることも考えられる。しか

し、このような状況は、紛失や

盗難が発生しても発見するこ

とを困難とし、事故発生のリ

スクを高めることになり、実

際に事故が発生すれば区民か

らの信頼を損なうことにもつ

ながりかねない。物品管理に

ついては、適正に管理をする

意識を高め、物品管理規則に

基づく備品の確認を確実に行

うことが求められる。施設を

所管する部署においては供用

備品が多く、また、指定管理者

が実際上の管理を行う場合も

あることから、現品の確認が

困難な状況があることも判明

しているが、施設を管理する

担当者とも調整の上、現品を

確認する体制を構築し、計画

的に実施するよう取り組まれ

たい。 

を前倒しした。 

検査に当たっては、物品の出納、

保管、供用等が適切に行われている

かどうか、「自己検査チェックリス

ト」を用いて検査項目ごとに詳細な

確認を行い、不適切な項目があった

場合は、「検査員所見記入シート」に

必要な所見を記入し、所管の部長に

報告することで、組織的なチェック

を確実に行い、各部の内部統制の各

リスクに係る運用状況の自己評価

等につなげられる仕組みとした。 

さらに、検査員から検査報告を受

けた部長は、検査において不適切な

項目があった場合は、的確に対応

し、その内容についての意見を付し

て、会計管理者に報告することとな

っている。 

会計管理室では、検査報告におけ

る検査員の所見などをつぶさにチ

ェックしてその課の実態を的確に

把握し、全庁的に物品管理が適正に

行われるように指導・助言していく

とともに、必要があると認めたとき

は、物品管理規則第３条の規定に基

づき、各部から報告を徴し、又は調

査を行っていく。 

契約事務に

ついて 

今年度の監査では見積書、

仕様書に関する指摘はなく、

見積書の徴取など一定の改善

が図られていた。 

しかし、以下の事項につい

ては特に改善に向け取組を充

実されたい。 

まず、契約変更手続の適切

な実施である。今年度は新型

コロナウイルス感染症対策に

伴う契約変更等について重点

的に確認した。おおむね良好

に契約変更手続がなされてい

たが、中には施設使用の中止

 契約管財課で、これまでに「新型コ

ロナウイルスによる契約事務につい

て」の事務連絡を発出した上で、丁寧

な対応を行ってきたところである。契

約案件の多様化に伴い、仕様書の内容

変更等も十分に注意する必要がある

ため、今後も所管課からの相談も含め

丁寧かつ適切に対応していく。 

 個人情報を取り扱う業務委託につ

いては、文京区個人情報の保護に関す

る条例第 12条の２第１項及び文京区

標準契約約款個人情報の保護に関す

る特記事項第 15条第１項の規定によ

り、「委託契約における個人情報保護

総務部 

契約管財課 
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や区民サービスの中止、内容

変更に伴う委託業務の契約変

更が適切に行われなかった事

例もあった。今回のコロナ禍

のような事業環境の急激な変

化に対応するためには、的確

な契約事務の知識に基づき事

務を迅速かつ適正に執行する

ことが必要であり、各部署で

は契約事務をはじめ職員の経

理事務能力の育成を図られた

い。 

次に、個人情報を取り扱う

業務委託における受託者の統

制である。定期監査、内部統制

評価報告書審査の中で、受託

者による個人情報の不適切な

取扱いがいくつか見受けられ

た。職員が受託者の行う作業

を確認、指導しながら業務の

進行管理をしてはいないた

め、受託者をいかに統制する

かが課題となる。業務所管課

では契約書等で規定されてい

る個人情報保護に関する特記

事項が遵守されて業務が実施

されているかを適時モニタリ

ングする等、受託者を適切に

統制するとともに、契約事務

統括部署等においては、受託

者の選定にあたって、委託業

務実施結果における個人情報

保護の状況により選定するな

ど工夫し、個人情報保護のた

めの方策を検討されたい。 

次に、庁内で契約類型とし

て少なく、誤りやすい事例に

ついての情報提供である。廃

棄物処理の委託契約について

は、産業廃棄物処理の委託契

約は法令で収集運搬業と処分

業の許可を有する者にそれぞ

れ契約しなければならないこ

とや再委託の禁止、契約書へ

の許可証の添付の必要などが

規定されている。このような

知識を担当者等が有しないこ

とから、誤った契約事務がな

された事例が複数部署でみら

れた。このためこのような誤

に係る受託者の取組状況の確認につ

いて（依頼）」を発出し、各課におい

て受託者への確認及び契約管財課へ

の確認票の提出を行っているところ

である。 

現在の確認票は、個人情報の管理に

係る規定の整備や個人情報の管理者

の設置等、個人情報保護に係る環境の

整備状況を項目としているが、今後、

個人情報の取扱におけるダブルチェ

ック体制の有無も新たに項目とする

など、確認票の改善について検討して

いく。 

 廃棄物処理の委託契約については、

他の委託契約と手続書類等が異なる

ため、これまでも契約・検査事務説明

会資料において、資源環境部リサイク

ル清掃課の確認も受けた上で「廃棄物

処理に係る契約をする場合の注意点」

を資料として説明しているところで

ある。今後も、仕様書に必要事項が漏

れなく明記されていることの確認を

徹底するとともに、所管課への丁寧な

説明を行っていく。 

契約・検査事務説明会については、

年 1回、各課の契約事務担当者を中心

に参加を依頼しており、その際、留意

点として監査での指摘事項も含め、必

要な説明を行っている。また、全庁掲

示板で様々な契約関係の周知を行う

際にも、契約・検査事務説明会の資料

の活用を呼び掛けているところであ

る。今後も、引き続き説明会資料の作

成に当たっては、さらに職員の理解が

深まるよう、分かりやすい表現や説明

を行うとともに、契約依頼時の仕様書

のチェックや事前の相談対応をより

丁寧に行い、契約事務の適正な執行に

努めていく。 
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りやすい事例については契約

事務を統括する部署として積

極的な情報提供と指導が求め

られる。 

また、契約事務に係る全庁

的な内部統制を行うために

は、統括部署による庁内への

情報提供や指導が欠かせない

が、その状況についてみると、

職員への情報提供としては年

1 回の契約・検査事務説明会、

関係資料の全庁共有フォルダ

ーへの登載等である。これま

で述べてきた指摘事項や契約

事務の軽易な誤りに対する口

頭注意が発生している現状か

らすると、全庁的な内部統制

のさらなる充実が求められ

る。統括部署においては、誤り

やすい箇所等についてのチェ

ック表などをリスク対応策の

一つとして提供することや、

誤りが多く発生している部署

を重点的に指導するなど、契

約事務等に関する内部統制を

有効に機能させる取組を積極

的に行い、適正な契約事務等

の執行が確保されるよう努め

られたい。 

内部統制制

度について 

令和２年度から内部統制制

度が施行され、認識した財務

事務のリスクに対して各課で

そのリスク対応策が行われて

きた。にもかかわらず対応が

十分とはいえない事項もあ

り、リスク対応策のさらなる

充実が求められる。指摘等が

あった部署においては、これ

までの監査結果や想定される

誤りの原因等から判断して、

現在のリスクの認識やリスク

対応策に不足はないかなど十

分に検討していただきたい。

また、財務事務の執行を管理

する立場にある管理職、係長

においては、財務事務に関す

る的確な知識に基づいて職員

を指導しつつ、内部統制が十

分に機能するよう各組織にお

業務レベルの内部統制については、

総務省のガイドライン別紙２を参考

に作成した区独自のリスク評価シー

トを活用し、各部署においてリスクの

評価を行い、重要性が大きいリスクに

対して優先的に対応策を講じること

とした。 

その上で、内部統制の取組は、PDCA

サイクルを回しながら発展的に取り

組むべきものであることから、自己点

検、自己評価及び独立的評価の結果は

もとより監査の結果や各部署を取り

巻く状況の変化等を踏まえながら必

要な見直しを行っていくことで精度

の向上を図っていく。 

また、文京区内部統制推進本部及び

同幹事会の開催や全庁的に内部統制

対象事務を所管する部署等と連携し、

区の現状に即して組織的かつ効果的

に内部統制を推進している。 

総務部 

総務課 
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いて必要なリスク対応策等に

ついて再度見直しを図られた

い。 

令和２年度は本区が内部統

制制度を２３区中でも先頭を

切って導入した初年度であ

り、コロナ禍の困難な状況の

下において制度を確立できた

ことは評価できる。今年度は

導入２年度目となり、現状の

課題を認識して制度を形骸化

させない取組を継続的に行っ

ていくことが特に重要であ

る。そのためには職員全体が

問題意識を共有し、内部統制

を推進していこうとする機運

の高まりを醸成していくこと

が求められる。そのために必

要な創意工夫と積極的な取組

を行うことにより、この制度

がさらに将来に向けステップ

アップしていくことを監査委

員として期待するものであ

る。 

さらに、職員一人一人が内部統制の

理解を深め、主体的に取り組むことを

目的として、職員向け研修会を令和元

年度から継続している。今年度におい

ては、令和２年度の取組結果の概要、

区や他自治体で発生した事務事故の

事例を研修内容に加えて実施した。 

内部統制制度の導入２年目に当た

り、制度の形骸化を考えることは毛頭

ないところであり、このような取組を

継続することで、職員の意識向上や

PDCA サイクルの定着を図り、内部統

制の取組を向上させていく。 

 

 


